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１  指導監査について 

障害福祉サービス事業者等に対する指導及び監査の実施方法

１ 指導

サービスの内容及び費用の請求等に関する事項について周知徹底を図るととも 

に、改善の必要があると認められる事項について適切な運用を求めるために障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、「障害者総合支援

法」という。）第９条第１項、第１０条第１項、第１１条第１項及び同条第２項ま

たは児童福祉法第５７条の３第１項、同条第２項、第５７条の３の２第１項の規定

に基づき実施します。 

(1)集団指導

原則として、毎年度１回、一定の場所に対象事業者を招集し、講習会方式により

指導を行います。なお、集団指導の資料については、資料の配付は行いませんので、

事前に岡山市事業者指導課ホームページよりダウンロードの上、印刷して持参して

いただくようお願いしています。

(2)実地指導

障害福祉サービス事業者等の事業所において、実地指導担当者が実地により関係

書類等の確認及びヒアリングを行うことにより実施します。

○指導内容について

障害福祉サービス事業者等のサービスの質の確保・向上を図ることを主眼とし、

人員、設備、運営及び自立支援給付等請求について指導します。（必要に応じて過

誤調整を指導する場合があります。）

ア 事前に提出を求める書類等（主なもの）

・指定障害福祉サービス事業所等指導事前提出資料

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

・組織体制図

・利用契約書、重要事項説明書の書式

・指定障害福祉サービス事業者自主点検表（事業運営の手引き）

イ 実地指導日に準備すべき書類等については、実地指導通知文に記載しますが、

必要な都度速やかに提示できるよう準備をお願いします。

２ 監査

入手した各種情報により、人員・設備及び運営基準等の指定基準違反や、不正請

求等が疑われるとき、その確認及び行政上の措置が必要であると認める場合に、障

害者総合支援法または児童福祉法の規定に基づき実施します。 

これらの情報から指定基準違反や不正請求が認められる場合には、厳正かつ機動 

的な対応を行います。  
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なお、原則として、無通告（当日に通知）で立ち入り検査を実施するなど、

機動的かつ、より実効性のある方法で行います。

３ 報酬請求指導の方法 

 指導担当者が、加算等体制の届出状況並びに報酬等（基本単位及び各種加算）の

請求状況について、関係資料により確認を行いますが、報酬基準に適合しない取扱

い等が認められた場合には、加算等の基本的な考え方や報酬基準に定められた算定

要件の説明等を行い、適切なサービスの実施となるよう指導するとともに、過去の

請求について自己点検の上、不適切な請求となっている部分については過誤調整と

して返還を指導します。

２  変更届等について 

(1) 指定事業者・施設は、届け出た内容に変更があった場合は、その変更に係る事項に

ついて、変更があった日から１０日以内に「変更届」を提出することが必要です。 

ただし、事業所（施設）の名称・所在地（設置の場所）の変更、定員の増減（定員

減は、算定される単位数が増えるものに限る）、共同生活住居の増等に関しては変

更予定日の属する月の前月１５日までに届け出てください。 

《提出する書類》 

１ 変更届 

２ 添付書類 （各サービス編に添付の変更届に係る添付書類一覧表参照） 

《変更届出が必要な事項（例）》 

① 事業所の名称及び所在地

② 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、職名及び

住所 

③ 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事

業に関するものに限る。） 

④ 事業所の平面図

⑤ 事業所の管理者及びサービス管理責任者（サービス提供責任者・児童発達支援管理

責任者）の氏名、生年月日、経歴及び住所 

⑥ 運営規程

⑦ 当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項

⑧ 役員の氏名、生年月日及び住所

(2)事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の１月前（入

所施設は３月以上前）までに、届け出てください。 
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３ 体制等に関する届出書について 

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービス等及び 基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準

等の制定に伴う実施上の留意事項について」平成 18 年障発第 1031001 号）

(1) 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）について

は、利用者や指定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎

月１５日以前になされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月か

ら、算定を開始します。 

(2) 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い  

指定障害福祉サービス事業所等の体制について加算等が算定されなくなる状況が生

じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届

出てください。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日（居

宅介護サービス費，重度訪問介護サービス費，同行援護サービス費，行動援護サービ

ス費における特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日）

から加算等の算定を行わないものとします。また、この場合において届出を行わず、

当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費等は

不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然ですが、悪質な場合には

指定の取消し等をもって対処します。 

《提出する書類》
１ 変更届出書
２ 介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等に関する届出書（指定障害
児支援に要する費用の額の算定に係る体制等に関する届出書）

３ 体制等状況一覧表
４ 加算の算定に必要な添付書類（変更届に係る添付書類確認表（障害福祉サービス）、

加算等に係る添付書類確認表（障害児通所）参照）

４  業務管理体制の整備に関する事項の届出等について 

障害福祉サービス等事業者の業務管理体制

(1) 平成２４年４月１日から、障害者（児）施設・事業者（以下「事業者」という。）

には、法令遵守等の業務管理体制の整備（法令遵守責任者の選任等、業務管理体制

の届出）が義務付けられました。 

これにより、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を遅滞なく関係行

政機関に届け出ることとされています。 
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 各事業者におかれましては、法令遵守責任者の選任等だけでなく、業務の執行状

況を点検し、法令順守に取り組んでください。 

なお、実地指導の際に業務管理体制について検査を行います。 

(2) すでに届け出た事項に変更があった場合又は事業所等の新規指定・廃止等により

届け出るべき事項に変更があった場合についても、届出事項の変更に係る届出書を

提出することが必要です。 

① 法人の種別、名称

② 主たる事務所の所在地、電話、FAX番号

③ 代表者の氏名、生年月日

④ 代表者の住所、職名

⑤ 事業所名称等及び所在地

⑥ 法令遵守責任者の氏名及び生年月日

⑦ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

⑧ 業務執行の状況の監査の方法の概要

区 分 届 出 先

①事業所等が２以上の都道府県に所在する

事業者
厚生労働省本省

②すべての事業所等が一の市町村・指定都

市（岡山市）の区域に所在する事業者
岡山市

③ ①および②以外の事業者
岡山県（各県民局健康福祉部健康福祉課）

５  福祉・介護職員処遇改善加算について 

１ 平成２９年度福祉・介護職員処遇改善加算の算定について

(1) 平成２９年４月から（引き続き）福祉・介護職員処遇改善加算を算定しようとす

る事業者は、平成２９年２月末日までに関係書類をご提出いただくところです。現

在、国において新たな算定要件が検討されているため、提出期日等について改めて

通知します。（Ｐ１０ 平成２９年度障害福祉サービス等報酬改定の概要参照） 

(2) 福祉・介護職員処遇改善加算については、新たに算定を受けようとする月の前々

月の末日が提出期限となっています。年度の途中から算定を受ける場合は、ご注意

ください。
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２ 平成２８年度福祉・介護職員処遇改善加算の実績報告について

(1) 平成２８年度に当該加算を算定している事業者は、平成２９年７月末日までに、

実績報告書を提出してください。 

  (2) 別紙様式５の③「平成２８年度分福祉・介護職員処遇改善加算総額」には、平成

２８年４月～平成２９年３月サービス提供分までの加算総額（利用者負担額を含む）

を記入してください。 

(3) つまり、国保連における平成２８年５月～平成２９年４月審査分までの加算総額

（利用者負担額を含む）を記入することになります。

＜国保連から通知されている金額を足しあげること。＞ 

（P１５ 福祉・介護職員処遇改善（特別）加算総額のお知らせ参照）

(4) 実績報告で、賃金改善所要額が加算による収入額（加算総額）を下回った場合、

加算の算定要件を満たしていないため、全額返還となります。（差額の返還ではな

い。） 

また、実績報告を提出しない場合も全額返還となるので、必ず期限までに提出し

てください。 

(5) 仮に現時点で、賃金改善所要額が加算による収入額（加算総額）を下回ってい

る場合は、一時金や賞与として追加支給してください。 

３ 福祉・介護職員処遇改善加算の届出及び実績報告にかかる留意点について

(1) 賃金改善は、本給、手当、賞与等のうちから、対象とする賃金項目を特定した上で行

いますが、賃金改善を行う項目については明確に周知してください。 

 また、特定した賃金項目を含め、特段の事情なく賃金水準を引き下げることはできま

せん。 

平成24年3月30日付け厚生労働省通知（抜粋） 障害者総合支援法事業者ハンドブック報酬

編Ｐ840 

 賃金改善は、本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定した上で行う

ものとする。この場合、8(2)（特別事情届出書）の届出を行う場合を除き、特定した賃

金項目を含め、賃金水準を低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であ

ることから、基本給による賃金改善が望ましい。

(2) 非正規職員として勤務していた者を、正規職員に転換した場合、転換したことに伴う

 給与の増加分は賃金改善額には含まれません。同様に、職員を増員した場合の増員分の

賃金も賃金改善額には含まれません。 
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平成21年12月21日付け「介護職員処遇改善交付金説明会資料」P36

（問62）平成２１年３月まで非正規職員として勤務していた者を、同年４月以降に正規職

員に転換した場合、これに伴う給与の増加分は、賃金改善額と考えてよいか。

   （答）よくない。平成２１年３月までの賃金算定ルールを、当該職員に適用した場合の給与

（言い換えれば、当該職員が、平成２１年３月以前に正規職員として勤務していたと仮定 

した場合の給与）と比較し、増加していれば、その増加分のみが賃金改善額と考えられる。 

(3) 加算を取得した事業者は、賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等

要件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用については、賃金改善の実施に要す

る費用に含まれません。 

６ 障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部

が平成２８年５月２５日改正され、平成３０年４月１日に施行されます。 

≪主な改正点≫ 

① 地域生活を支援する新たなサービス（自立生活援助）の創設

② 就労定着に向けた支援を行う新たなサービス（就労定着支援）の創設

③ 重度訪問介護の訪問先の拡大

④ 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用

⑤ 居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設

⑥ 保育所等訪問支援の支援対象の拡大

⑦ 医療的ケアを要する障害児に対する支援

⑧ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築

⑨ 補装具費の支給範囲の拡大（貸与の追加）

⑩ 障害福祉サービス等の情報公表制度の創設

（Ｐ１６ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童

福祉法の一部を改正する法律（概要）参照） 

７ 障害者支援施設等における防犯・防災対策について 

１ 防犯に係る安全の確保について 

平成２８年７月、障害者支援施設において多数の入所者が殺傷されるという痛ましい

事件を受け、 
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① 地域と一体となった開かれた社会福祉施設等となること

② 外部からの不審者の侵入に対する防犯に係る安全確保がなされた社会福祉施設

等となること 

の両立を図るため、通知が発出されました。 

（Ｐ２７ 社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（参照）） 

２ 非常災害対策及び入所者の安全の確保について 

平成２８年８月、認知症高齢者グループホームにおいて、台風に伴う暴風及び豪雨に

よる災害発生により、多数の利用者が亡くなるという痛ましい被害が発生しました。被

害を受け、通知が発出されました。 

（１）非常災害時の施設等における入所者等の避難方法や、職員間の連絡体制を含め

た緊急時の対応体制を適切に構築するための具体的な計画の策定又は点検など、関

係法令及び通知に基づき必要な措置を講じ、非常災害に備えること。 

（２）施設等の職員は、日頃から、気象庁などの公的機関や、テレビ、ラジオ等の報

道やインターネットによる気象情報等に関する情報の収集に努め、危険が想定され

る場合は上記（１）の計画を踏まえ着実に避難を行うこと。 

（３）日頃から消防等関係機関との通報・連携体制を整備し、定期的に職員にその周

知及び徹底を図ること。 

（４）定期的に避難訓練その他必要な訓練を実施すること。 

（５）日頃から消防団や地域住民との連携を図り、非常災害時の際に避難等に協力し

てもらえるような体制の構築に努めること。 

（Ｐ３６ 障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備 

の強化・徹底について（参照）） 

８ 障害者虐待防止について 

平成２４年１０月１日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関

する法律」（「障害者虐待防止法」）が施行されました。障害者虐待防止法では、障害

者福祉施設の設置者または障害福祉サービス事業等を行う者に対して虐待防止の責務を

定めるとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に通報義務を定め

ています。 

≪虐待防止の取組（設置者・管理者向け）≫ 

(1) 虐待防止委員会の設置等必要な体制を整備。 

(2) 従業者に対し定期的な研修を実施し、自らは虐待防止のための研修を積極的に受

講。 

特に、「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き※」を必ず
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読むこと。 

(3) 従業者が虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、利用者の状態の変化や家族

の態度等の観察や情報収集により、虐待の早期発見に努めさせる。 

(4) 密室化した場所を極力作らない。 

(5) 虐待を受けたと思われる者を発見した場合は、市町村の窓口に通報する。 

（Ｐ４０平成２７年度における障害者福祉施設従業者等による障害者虐待の状況参

照） 

※障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（厚生労働省ホームペ

ージ参照） 

９  その他 

１．各種書類の提出期限について 

①平成２９年度福祉・介護職員処遇改善加算届出書（計画書）等

後日通知予定 

②平成２８年度福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書

平成２９年７月３１日（月）

２．事故報告の提出について 

サービス提供中に利用者に事故が発生した場合は、必要な措置を迅速に講じるともに、

速やかに利用者の家族、岡山市事業者指導課、支給決定市町村に連絡・報告を行ってくだ

さい。（Ｐ４３～「利用者事故発生時の対応について」、「利用者事故等報告書」参照） 

３．疑義照会（質問）について 

今回の集団指導に係る内容についての疑義照会・質問等については、「質問票」により

ＦＡＸにて送信してください。（Ｐ４７参照） 

４．厚生労働省からの通知等について 

今後、厚生労働省から発出される通知等については、随時ホームページ上で公開してい

きます。 

また、通知等の内容によっては、本日の集団指導資料の記載内容を変更する場合があり

ます。その場合もホームページ上でお知らせしますので、随時確認をお願いします。 

（岡山市事業者指導課ホームページ） 

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00003.html 
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（参 考 資 料）
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平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 

○ 平成29年度障害福祉サービス等報酬改定は、障害福祉人材の処遇改善について、平成
29年度より、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均１万円相当の処遇改善を実施
するため、臨時に1.09％の報酬改定を行うものである。 

１．改定率について 

○ 事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手
厚く評価を行うための区分を新設する。 

○ 新設する区分の具体的な内容については、現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の
算定に必要な要件に加えて、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又
は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること（就業規則等の明確な
書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む）」とのキャリアパス要件を設け、
これらを全て満たすことを要することとする。 

○ 上記に伴う、福祉・介護職員処遇改善加算の区分と加算率等については、次頁以降の
とおりとする。 

２．平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的考え方とその対応 
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【平成27年度から】 
（福祉・介護職員１人当たり月額平均１万２千円相当） 

○ 福祉・介護職員処遇改善加算について、平成29年度から、福祉・介護職員の技能・経験等に応じた昇給
の仕組みを構築した事業者に対して、新たな上乗せ評価を行う加算を創設。(報酬改定) 

【平成24年度から】 
（福祉・介護職員１人当たり月額平均１万５千円相当） 

①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設
けること(新設)

①又は②

※ 障害福祉サービス事業者は、加算として得た額以上の賃金改善を実施することが求められる。 

障害福祉サービス等における福祉・介護職員の処遇改善 
（福祉・介護職員処遇改善加算の拡充） 

キャリアパス要件 

左
記
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
原
則

と
し
て
、
加
算
を
取
得
可
能

【平成29年度から】 
（福祉・介護職員１人当たり月額平均１万円相当） 

①及び②

①及び②及び③

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む。 
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キャリアパス要件Ⅰ 

キャリアパス要件Ⅱ 

職場環境等要件 

のいずれも満たさず 

加算（Ⅲ） 
(※旧加算(Ⅱ)) 

（月額１万５千円相当） 

加算（Ⅳ） 
(※旧加算(Ⅲ)) 

（加算(Ⅲ)×0.9） 

加算（Ⅴ） 
(※加算(Ⅳ)) 

（加算(Ⅲ)×0.8） 

加算(Ⅱ) 
(※旧加算(Ⅰ)) 

(月額２万７千円相当) 

算
定
要
件 

キャリアパス要件Ⅰ 

キャリアパス要件Ⅱ 

職場環境等要件 

のいずれかを満たす 

キャリアパス要件Ⅰ  
  又は 

キャリアパス要件Ⅱ 

  ＋ 
職場環境等要件を
満たす 

キャリアパス要件Ⅰ 
  及び 

キャリアパス要件Ⅱ 

  ＋ 
職場環境等要件を満
たす（平成27年4月以
降実施する取組） 

加算(Ⅰ) 
(新規) 

(月額３万７千円相当) 

キャリアパス要件Ⅰ 
及び 

キャリアパス要件Ⅱ 
及び 

キャリアパス要件Ⅲ 
  ＋ 

職場環境等要件を満た
す（平成27年4月以降
実施する取組） 

(注)「キャリアパス要件Ⅰ」…職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること 
  「キャリアパス要件Ⅱ」…資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること 
  「キャリアパス要件Ⅲ」…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること 

「職場環境等要件」…賃金改善以外の処遇改善を実施すること 
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む。 

福祉・介護職員処遇改善加算の区分 
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事業者において以下の①～③のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けることを新たに要件とする 
（就業規則等の明確な根拠規定の書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む） 

職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系 

①経験

処遇改善加算（拡充後）におけるキャリアアップの仕組みのイメージ 

現
行
の
加
算 

職位 月給例 

主任 36万円 

班長 32万円 

一般 28万円 

職位 勤続年数 月給例 

主任 ６年～ 36万円 

班長 ３～６年 32万円 

一般 ～３年 28万円 

②資格 ③評価

職位 資格 月給例 

主任 
事業者が指定する

資格を取得 36万円 

班長 介護福祉士 32万円 

一般 資格なし 28万円 

職位 実技試験の結果 月給例 

主任 
班長試験で 
Ｓ評価 36万円 

班長 
一般試験で 
Ａ評価以上 32万円 

一般 
一般試験で 
Ｂ評価以下 28万円 

新
し
い
加
算 

どのような場合に昇給
するのかが必ずしも明
らかでない。 

※１ 「経験」…「勤続年数」「経験年数」などを想定。 
※２ 「資格」…「介護福祉士」、 「社会福祉士」、「ＰＳＷ」などを想定。ただし、介護福祉士資格等を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図

られる仕組みであることを要する。 
※３ 「評価」…「実技試験」「人事評価」などを想定。ただし、客観的な評価（採点）基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

(例) (例) (例) 

※昇給の方式は、基本給、手当、賞与等を問わない。 
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サービス区分 加算率 

計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援（移行）、地域相談支援（定着） ０％ 

２．加算算定非対象サービス 

１．加算算定対象サービス 

福祉・介護職員処遇改善加算に係る加算率について 

サービス区分 
福祉・介護職員処遇改善加算の区分に応じた加算率 福祉・介護職員処遇

改善特別加算 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ 

居宅介護 30.3% 22.1% 12.3% 

新加算（Ⅲ）により
算出した単位×0.9 

新加算（Ⅲ）により
算出した単位×0.8 

4.1% 

重度訪問介護 19.2% 14.0% 7.8% 2.6% 

同行援護 30.3% 22.1% 12.3% 4.1% 

行動援護 25.4% 18.5% 10.3% 3.4% 

療養介護 3.5% 2.5% 1.4% 0.5% 

生活介護 4.2% 3.1% 1.7% 0.6% 

重度障害者等包括支援 2.5% 1.8% 1.0% 0.3% 

施設入所支援 6.9% 5.0% 2.8% 0.9% 

自立訓練（機能訓練） 5.7% 4.1% 2.3% 0.8% 

自立訓練（生活訓練） 5.7% 4.1% 2.3% 0.8% 

就労移行支援 6.7% 4.9% 2.7% 0.9% 

就労継続支援Ａ型 5.4% 4.0% 2.2% 0.7% 

就労継続支援Ｂ型 5.2% 3.8% 2.1% 0.7% 

共同生活援助（指定共同生活援助） 7.4% 5.4% 3.0% 1.0% 

共同生活援助（外部サービス利用型指定
共同生活援助） 

17.0% 12.4% 6.9% 2.3% 

児童発達支援 7.6% 5.6% 3.1% 1.0% 

医療型児童発達支援 14.6% 10.6% 5.9% 2.0% 

放課後等デイサービス 8.1% 5.9% 3.3% 1.1% 

保育所等訪問支援 7.9% 5.8% 3.2% 1.1% 

福祉型障害児入所施設 6.2% 4.5% 2.5% 0.8% 

医療型障害児入所施設 3.5% 2.5% 1.4% 0.5% 

＊ 短期入所（併設型・空床利用型）については、本体施設の加算率を適用することとし、短期入所（単独型）については、生活介護の加算率を適用する。 
＊ 障害者支援施設が行う日中活動系サービスについては、施設入所支援の加算率を適用する。 
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3. 通知文書のレイアウト

『福祉・介護職員処遇改善（特別）加算総額のお知らせ』のレイアウトは、以下の通りです。 

○『福祉・介護職員処遇改善（特別）加算総額のお知らせ』のサンプル

サービス種類ごとの、

「処遇改善加算」、また

は「処遇改善特別加

算」の加算額を表示し

ます。 
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障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サー
ビスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほ
か、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。

１．障害者の望む地域生活の支援

(1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相
談・助言等を行うサービスを新設する（自立生活援助）

(2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する（就労定着支援）

(3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする

(4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する
介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を
障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける

２．障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応

(1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する

(2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する

(3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする

(4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする

３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備

(1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする

(2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を
整備する

平成30年４月１日（２.(3)については公布の日（平成28年6月3日））

概 要

趣 旨

施行期日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の
一部を改正する法律（概要）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の
一部を改正する法律（概要）

（平成28年5月25日成立・同年6月3日公布）
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地域生活を支援する新たなサービス（自立生活援助）の創設

○ 障害者が安心して地域で生活することができるよう、グループホーム等地域生活を支援する仕組みの見直しが求められているが、

集団生活ではなく賃貸住宅等における一人暮らしを希望する障害者の中には、知的障害や精神障害により理解力や生活力等が

十分ではないために一人暮らしを選択できない者がいる。

○ このため、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、

本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解

力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを新たに創設する（「自立生活援助」）。

施設

居宅

自立生活援助
事業所

一人暮らしを希望
する障害者が移行

相談
要請

随時対応
（訪問、電話、

メール等）定期的な巡回訪問
（例：週１～２回）

居宅 居宅 居宅 居宅

ＧＨ 病院 等○ 障害者支援施設やグループホーム等を利用し
ていた障害者で一人暮らしを希望する者等

対象者

○ 定期的に利用者の居宅を訪問し、

・ 食事、洗濯、掃除などに課題はないか

・ 公共料金や家賃に滞納はないか

・ 体調に変化はないか、通院しているか

・ 地域住民との関係は良好か

などについて確認を行い、必要な助言や医療機

関等との連絡調整を行う。

○ 定期的な訪問だけではなく、利用者からの相

談・要請があった際は、訪問、電話、メール等に

よる随時の対応も行う。

支援内容
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・遅刻や欠勤の増加
・業務中の居眠り
・身だしなみの乱れ
・薬の飲み忘れ

企業等

就労定着に向けた支援を行う新たなサービス（就労定着支援）の創設

就労移行支援事業所等
働く障害者

・ 障害者就業・生活支援センター
・ 医療機関
・ 社会福祉協議会 等

②連絡調整

関係機関

②
連
絡
調
整

一般就労へ移行

就労に伴い生じている生活面の課題

⇒生活リズム、体調の管理、給料の浪費等

①
相
談
に
よ
る

課
題
把
握

就労定着支援
事業所

③
必
要
な
支
援

○ 就労移行支援等の利用を経て一般
就労へ移行した障害者で、就労に伴う
環境変化により生活面の課題が生じ
ている者

対象者

○ 障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との
連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。

○ 具体的には、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体
調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援
を実施。

支援内容

○ 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行する障害者が増加している中で、今後、在職障害者の就労に伴う生活上の支援

ニーズはより一層多様化かつ増大するものと考えられる。

○ このため、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービス

を新たに創設する（「就労定着支援」）。
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重度訪問介護の訪問先の拡大

○ 日常的に重度訪問介護を利用している最重度の障害者で
あって、医療機関に入院した者

※障害支援区分６の者を対象とする予定
※通院については現行制度の移動中の支援として、既に対応

訪問先拡大の対象者

○ 利用者ごとに異なる特殊な介護方法（例：体位交換）につい
て、医療従事者などに的確に伝達し、適切な対応につなげる。

○ 強い不安や恐怖等による混乱（パニック）を防ぐための本人に
合った環境や生活習慣を医療従事者に伝達し、病室等の環境
調整や対応の改善につなげる。

訪問先での支援内容

重度訪問介護
事業所居宅

利用者にあった
体位交換等が取

られなくなる
⇒体調の悪化

現行の訪問先

重度訪問介護
事業所居宅

改正後の訪問先

医療機関における重度訪問
介護の利用を可能へ

医療機関
（入院）

医療機関
（入院）

○ 四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者等の最重度の障害者が医療機関に入院した時には、重度訪問介護の支援が受けられ

なくなることから以下のような事例があるとの指摘がある。

・体位交換などについて特殊な介護が必要な者に適切な方法が取られにくくなることにより苦痛が生じてしまう

・行動上著しい困難を有する者について、本人の障害特性に応じた支援が行われないことにより、強い不安や恐怖等による混乱（パニック）を起こし、

自傷行為等に至ってしまう

○ このため、最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態など

を熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行うことができることとする。
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介護保険事業所

○ 障害福祉サ―ビスに相当するサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されることになっている。

高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるために利用者負

担（１割）が新たに生じることや、これまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用することになる

場合があることといった課題が指摘されている。

○ このため、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービ
スの利用者負担が軽減されるよう障害福祉制度により利用者負担を軽減（償還）する仕組みを設け、障害福祉サービス事業所
が介護保険事業所になりやすくする等の見直しを行い、介護保険サービスの円滑な利用を促進する。

○ 一定の高齢障害者に対し、一般高齢者との公平
性を踏まえ、介護保険サービスの利用者負担を軽
減（償還）できる仕組みを設ける。

【対象者】
・ 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉
サービスを受けていた障害者

・ 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス
を利用する場合

・ 一定程度以上の障害支援区分
・ 低所得者

（具体的な要件は、今後政令で定める。）

※ この他、障害福祉サービス事業所が介護保険
事業所になりやすくする等の見直しを行い、介
護保険サービスの円滑な利用を促進する。

高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用

障害福祉サービス事業所

障害福祉サービス事業所

かつ

介護保険事業所

［利用者負担］
ゼロ （低所得者）

［利用者負担］
１割

介護保険事業所になり
やすくする等の仕組み

一定の高齢障害者に対し
利用者負担を軽減（償還）

具体的内容 65歳未満

［利用者負担］
１割

65歳以上 ※介護保険が優先

介護保険サービスの
円滑な利用を促進
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居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設

・在宅の障害児の発達支援の機会の確保
・訪問支援から通所支援への社会生活の移行を推進

訪問教育

訪問診療・訪問看護

居宅訪問型保育

居宅訪問型
児童発達支援（新設）

居宅

児童発達支援センター 等○ 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児
童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出す
ることが著しく困難な障害児

対象者

○ 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な

動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施

【具体的な支援内容の例】

・手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動

・絵カードや写真を利用した言葉の理解のための活動

支援内容

○ 障害児支援については、一般的には複数の児童が集まる通所による支援が成長にとって望ましいと考えられるため、これまで通

所支援の充実を図ってきたが、現状では、重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児に発達支援を受ける機会が提供さ

れていない。

○ このため、重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児

に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスを新たに創設する（「居宅訪問型児童発達支

援」）。
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保育所等訪問支援の支援対象の拡大

児童発達支援
センター等

保育所等訪問支援
保育所・幼稚園

小学校

放課後児童クラブ

訪問先

集団生活への
適応のための
支援 等

訪問対象
の拡大

乳児院 児童養護施設

改正後

○ 乳児院、児童養護施設に入所している障害児を対象者として追加

※現在の対象者は、以下の施設に通う障害児

・保育所、幼稚園、小学校 等

・その他児童が集団生活を営む施設として、地方自治体が認めるもの
（例：放課後児童クラブ）

対象者の拡大

○ 児童が集団生活を営む施設を訪問し、他の児童との集団生活へ
の適応のための専門的な支援等を行う。

①障害児本人に対する支援（集団生活適応のための訓練等）

②訪問先施設のスタッフに対する支援（支援方法等の指導等）

支援内容

○ 乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は３割程度となっており、職員による支援に加えて、発達支援に関する

専門的な支援が求められている。（乳児院：28.2％、児童養護施設：28.5％／平成24年度）

○ このため、保育所等訪問支援の対象を乳児院や児童養護施設に入所している障害児に拡大し、障害児本人に対して他の児童

との集団生活への適応のための専門的な支援を行うとともに、当該施設の職員に対して障害児の特性に応じた支援内容や関わり

方についての助言等を行うことができることとする。
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医療的ケアを要する障害児に対する支援

○ 医療技術の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管

栄養などの医療的ケアが必要な障害児（医療的ケア児）が増加している。

○ このため、医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は保健、医療、福祉その
他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備について必要な措置を講ずるよう努めることとする。
※ 施策例： 都道府県や市町村による関係機関の連携の場の設置、技術・知識の共有等を通じた医療・福祉等の連携体制の構築

連携連携

医
療

福
祉

（自立支援）協議会
子ども関係の専門部会等

自治体
担当課

264

1403

615

288

812

1230

2344

1735

2126

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

関係機関による連携イメージ図

相談支援事業所

児童発達支援
センター等

障害福祉サービス
事業所 ・特別支援学校

・訪問教育

教
育

・保健所
・保健センター

保
健

地域中核病院
地域小児科センター

小児科診療所
在宅療養支援診療所

訪問看護
ステーション

◆ 在宅人工呼吸指導管理料算定件数
（0～19歳）の推移

（件）
相談先 人 ％

医療機関の職員（医師、看護師、MSW等） 692 77.4

訪問看護事業所等の職員（看護師等） 405 45.3
福祉サービス事業所等の職員 292 32.7
行政機関の職員（保健師等） 216 24.2
学校・保育所等の職員 317 35.5
知人・友人 412 46.1

患者団体・支援団体 46 5.1

その他 32 3.6

相談先がない・分からない 31 3.5

平成27年度厚生労働省社会・援護局委託事業「在宅医療
ケアが必要な子どもに関する調査」速報値

◆ 育児や療育、在宅での生活等の全般に
関する相談先

(N=797（複数回答）
出典：社会医療診療行為別調査

◆ 特別支援学校及び小中学校における
医療的ケアが必要な幼児児童生徒数

出典：文部科学省「特別支援学校等の医療的ケアに関する
調査結果」（※小中学校は平成２４年度から調査）

5,901 
7,306 7,774 

976 

0

4,000

8,000

12,000

平成18年度 平成22年度 平成26年度

小中学校（通常の学級

及び特別支援学級）

特別支援学校

（人）

8,750
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障害児のサービス提供体制の計画的な構築

【基本指針】
○ 厚生労働大臣は、障害児通所・入所支援、障害児相談支援の提供体制の整備や円滑な実施を確保するための基本的な

指針を定める。

【障害児福祉計画】
○ 市町村・都道府県は、基本指針に即して、障害児福祉計画を策定する。

（市町村障害児福祉計画）
・障害児通所支援や障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・各年度の自治体が指定する障害児通所支援や障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

（都道府県障害児福祉計画）
・障害児通所・入所支援、障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・都道府県が定める区域ごとに、当該区域における各年度の自治体が指定する障害児通所支援や障害児相談支援の種類
ごとの必要な量の見込み

・各年度の障害児入所施設の必要入所定員総数

※上記の基本指針、市町村障害児福祉計画、都道府県障害児福祉計画は、障害者総合支援法に基づく基本指針、市町村障害福祉計画、都道

府県障害福祉計画と一体のものとして策定することができる。

○ 放課後等デイサービス等の障害児通所支援や障害児入所支援については、都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生
ずるおそれがあると認めるとき（計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等）、都道府県は事業所等の指定をしな
いことができる。

具体的内容

○ 児童福祉法に基づく障害児通所・入所支援などについて、サービスの提供体制を計画的に確保するため、都道府県及び市町

村において障害児福祉計画を策定する等の見直しを行う。

※ 現在、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについては、サービスの提供体制を計画的に確保するため、都道府県及び市町村が障害福
祉計画を策定し、サービスの種類ごとの必要な量の見込みや提供体制の確保に係る目標等を策定。

24



補装具費の支給範囲の拡大（貸与の追加）

具体的内容

○成長に伴って短期間での交換が必要となる
障害児

○障害の進行により、短期間の利用が想定さ
れるもの

○仮合わせ前の試用

貸与が適切と考えられる場合（例）

※ 上記のような場合が想定されるが、今後、
関係者の意見も踏まえて検討。

※ 身体への適合を図るための製作が必要なも
の等については、貸与になじまないものと考
えられる。

補
装
具
の
購
入
希
望 ・ 成長に合わせた作り

替えが必要
・ 適切な補装具の選定

が必要

・ 成長に合わせた作り
替えが必要

・ 適切な補装具の選定
が必要

・ 早期に不適合が予想
されない

・ 必要な補装具が明確

貸与の
活用

貸与の
活用

購入
（製作）

貸与の
継続

貸与の
継続

○ 補装具費については、身体障害者の身体機能を補完・代替する補装具の「購入」に対して支給されているが、成長に伴って短

期間での交換が必要となる障害児など、「購入」より「貸与」の方が利用者の便宜を図ることが可能な場合がある。

○ このため、「購入」を基本とする原則は維持した上で、障害者の利便に照らして「貸与」が適切と考えられる場合に限り、新たに補

装具費の支給の対象とする。

【座位保持椅子】
姿勢を保持することが困難な
障害児が日常生活の中で使用

※対象種目については、
今後検討。

歩行機能を補うため、
移動時に体重を支える
器具

【歩行器】

＜貸与の活用があり得る種目（例）＞
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利
用
者

障害福祉サービス等の施設・事業者 都道府県

閲覧
（インターネット）

○障害福祉サービス等情報の公表
施設・事業者から報告された情報を
集約し、公表。

反映

＜障害福祉サービス等情報＞

■基本情報
（例）事業所等の所在地

従業員数
営業時間
事業所の事業内容 など

■運営情報
障害福祉サービス等に関する具体的な
取組の状況
（例）関係機関との連携

苦情対応の状況
安全管理等の取組状況 など

■都道府県が必要と認める事項（任意）

必要に
応じて
調査

報告

障害福祉サービス等の情報公表制度の創設

○ 障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できる

ようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっている。

※請求事業所数：平成22年４月 48,300事業所 → 平成27年４月 90,990事業所

○ このため、①施設・事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することとするとともに、②都道府県知事

が報告された内容を公表する仕組みを創設する。

※介護保険制度と子ども・子育て支援制度においては、同様の情報公表制度が導入されている。

○障害福祉サービス等情報の調査

新規指定時、指定更新時、虚偽報告が疑わ

れる場合などにおいて、必要に応じ訪問調
査を実施し、結果を公表に反映。
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主な点検項目

① 日常の対応

ア 所内体制の整備

例：職員の役割分担の明確化等しているか／職員に対し防犯講習等を実施しているか／緊急連絡網などを作っているか

イ 施設設備面における防犯に係る安全確保

例：必要に応じ非常通報装置や防犯カメラを設置するなど、可能な範囲で、施設設備面の対策を講じているか

② 緊急時の対応

ア 不審者情報がある場合の関係機関への連絡体制や想定される危害等に即した警戒体制

例：不審者を職員等が直接見かけたときや利用者の家族からの連絡を受けたとき等は、

必要に応じ、警察、自治体の担当者に連絡し近隣の社会福祉施設等へも連絡 等

例：職員等による巡回、監視体制に必要な職員の増配置、警備員の配置等

イ 不審者が立ち入った場合の連絡・通報体制や職員の協力体制、入所者等への避難誘導等

例：不審者が立ち入った場合、直ちに、警察に通報するとともに、利用者の家族、自治体の担当者等に連絡

例：緊急連絡網などを活用して職員が相互に情報共有し、複数の職員による協力体制を速やかに構築

例：入所者等の特性等に配慮しながら、不審者から離れた場所に直ちに避難誘導

28年9/15付け「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について」（通知）

H28.11.28

○ 企図的な不審者の侵入を中心とした様々なリスクを認識した対策を検討
各種関係団体等との間の連携体制を構築するため、定期的な意見交換の場を設定したり、防犯などに係る研修会・勉強会を実施したりする
近接する自治体間等で不審者等に関する情報を相互に提供しあう体制を構築

○ 不審者等の情報が入った場合には、都道府県・市町村は、事前に構築した連携体制に沿って、速やかに各社会福祉施設等に情報を提供等

※ 施設開放など地域の関係者との交流に向けた諸活動については、これまで以上に積極的に取り組むことが重要。また、利用者の自由を不当に制
限したり、災害発生時の避難に支障が出たりすることのないよう留意。

※ 点検項目については、全ての社会福祉施設等が全項目を実施しなければならないという趣旨ではない。

本年、障害者支援施設において多数の入所者が殺傷されるという痛ましい事件を受け、１）地域と一体となった開かれた社会福祉施設等となること
と、２）外部からの不審者の侵入に対する防犯に係る安全確保がなされた社会福祉施設等となることの両立を図るため、本通知が発出された。
以下の点に留意の上、社会福祉施設等の防犯に係る安全確保に努められたい。
なお、本件の取組状況については、来年1月頃、所轄庁等あて調査を行い、把握する予定であるので、留意されたい。
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雇児総発 0915第１号 

社援基発 0915第１号 

障 障 発 0915第１号 

老 高 発 0915第１号 

平成 28 年９月 15 日 

 都道府県 

各 指定都市 民生主管部局長 殿 

  中 核 市 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（通知） 

先般、神奈川県相模原市の障害者支援施設において、多数の入所者が殺傷されるという

痛ましい事件が発生したことから、本年７月２６日付け雇児総発 0726第１号・社援発 0726

第１号・障障発 0726 第１号・老高発 0726 第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

長、社会・援護局福祉基盤課長、同局障害保健福祉部障害福祉課長及び老健局高齢者支援

課長連名通知「社会福祉施設等における入所者等の安全の確保について」により、あらた

めて社会福祉施設等における高齢者や障害者、児童といった入所者や利用者等（以下「利

用者」という。）の安全の確保に努めるよう注意喚起をお願いしたところです。 

 この点、地域と一体となった開かれた社会福祉施設等となることと、外部からの不審者

の侵入に対する防犯に係る安全確保（以下「防犯に係る安全確保」という。）がなされた社
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会福祉施設等となることの両立を図る上では、社会福祉施設等の規模や、入所施設や通所

施設などの施設の態様を問わず、その状況に応じて、日頃から、①設備の整備・点検、職

員研修など社会福祉施設等が必要な取組みに努めることはもちろん、②関係機関や地域住

民等多様な関係者との協力・連携体制を構築しておくことなどの備えをすることが重要で

す。 

 つきましては、外部からの不審者の侵入に対する危機管理の観点から、現状を点検し、

課題を把握すること等によって防犯に係る安全確保に資するため、今回の事件の検証を踏

まえ、現段階で必要と考えられる別添の点検項目を整理しましたので、下記の事項にも留

意の上、管内市町村及び社会福祉施設等に対し周知をし、取組みを図るよう連絡方よろし

くお願いいたします。 

 また、別添の点検項目については、引き続き、社会福祉施設等に係る関係者や防犯に係

る安全確保の専門家などからの意見を踏まえ、追加・修正を行う場合があることを申し添

えます。 

 なお、本通知については、警察庁からも都道府県警察本部に周知いただくよう依頼して

おります。 

 また、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規

定に基づく技術的な助言に該当するものです。 

記 

１．地域と一体となった開かれた社会福祉施設等となることと、防犯に係る安全確保がな

された社会福祉施設等となることの両立を図るためには、当該施設の防犯設備による補

完・強化はもとより、日頃から利用者が地域に出て活動し、ボランティア、地域住民、

関係機関・団体等と顔の見える関係づくりをして、一人ひとりの存在を知ってもらうこ

とが極めて重要である。そのため、施設開放など地域の関係者との交流に向けた諸活動

については、防犯に係る安全確保に留意しつつ、これまで以上に積極的に取り組むこと

が重要である。また、利用者の自由を不当に制限したり、災害発生時の避難に支障が出

たりすることのないよう留意すること。 

２．防犯に係る安全確保に当たっては、都道府県、市町村と各社会福祉施設等は、企図的

な不審者の侵入を中心とした様々なリスクを認識した対策（例えば、不審者情報につい

て、夜間、休日を含め迅速な連絡・情報交換・情報共有が無理なくできる体制づくり等）

を検討すること。 
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  また、都道府県・市町村においては、各社会福祉施設等と、管内の警察、福祉事務所、

児童相談所、保健所等の関係機関、社会福祉協議会、民生委員・児童委員その他各種関

係団体等との間の連携体制を構築するため、定期的な意見交換の場を設定したり、防犯

などに係る研修会・勉強会を実施したりするなどし、防犯に係る安全確保のための協力

要請や情報交換が容易になるよう配意すること。加えて、近接する都道府県・市町村間

等（交通事情や不審者等の生活圏等に鑑み、必要に応じ、都道府県境を越える場合を含

む。）で不審者等に関する情報を相互に提供しあう体制を構築すること。 

 

３．管内の施設等の周辺における不審者等の情報が入った場合には、都道府県・市町村は、

事前に構築した連携体制に沿って、速やかに各社会福祉施設等に情報を提供すること。

また、特定の施設等の利用者に対して危害が及ぶ具体的なおそれがある場合は、防犯措

置を更に強化しつつ、警察に対し、緊急時の対応について確認しておくなど、防犯に係

る安全確保のための措置を徹底すること。さらに、緊急時に連絡を受けた場合には、関

係機関等とも連携し、直ちに職員を派遣するなど、施設等における防犯に係る安全確保

を支援する体制を構築すること。  

 

４．別添の点検項目については、社会福祉施設等全般に共通する内容として考えられる事

項を分類し、整理したものであり、全ての社会福祉施設等が全項目を実施しなければな

らないという趣旨ではない。 

  各施設等における実際の対策の検討・実施に当たっては、施設種別や地域の実情に応

じて適宜の追加・修正の上、当該施設等において点検項目を作成し、職員等に配付し、

研修をすることが望ましいこと。  
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（別添） 

社会福祉施設等における点検項目 

１ 日常の対応 

（１）所内体制と職員の共通理解 

○ 不審者への対処や、利用者で体力のない人・身体の不自由な人・心身の状況から避

難に援助が必要な人の避難のあり方など、利用者の安全や職員（嘱託の警備員等を含

む。以下同じ。）の護身を含め、防犯に係る安全確保に関し、職員会議等で取り上げる

等により、企図的な侵入を含めた様々なリスクに関する職員の共通理解を図っている

か。 

○ 防犯に係る安全確保に関する責任者を指定するなど、職員の役割分担を明確にし、

協力体制の下、安全の確保に当たっているか。 

○ 来訪者用の入口・受付を明示し、外部からの人の出入りを確認しているか。また、

外部からの人の立入りができる場所と立入りを禁じる場所とを区分けしたり、各出入

口の開錠時間等を整理した上で施設内に掲示したり、非常口の鍵を内側からしか開け

られなくしたりするなどの工夫をしているか。 

○ 職員が顔写真入りの身分証を首からかけたり、来訪者に来訪者証やリボンその他を

身につけるよう依頼したりする等により、利用者・職員とそれ以外の人を容易に区別

できるようにしているか。 

○ 来訪者に“どこへ行かれますか？”“何かお手伝いしましょうか？”といった声かけ

をすることとし、実践しているか。 

○ 夜間の出入口は限られた場所とし、警備員室等の前を通るような動線となっている

か。 

○ 来訪者の予定について、朝会などで職員間に情報提供したり、対応する予定の職員

に確認したりしているか。 

○ 職員等に対する危機管理意識を高めるための研修や教育に努めるとともに、必要に

応じ、警察や警備会社、防犯コンサルティング会社等の協力も得つつ、防犯講習や防

犯訓練等を実施しているか。 

○ 通所時や夜間に加え、施設開放やイベント開催時など職員体制が手薄になりがちな

場合の防犯に係る安全確保体制に留意しているか。 

○ 万一の場合の避難経路や避難場所及び家族・関係機関等への連絡先・連絡方法（緊

急連絡網）をあらかじめ定めておき、職員に周知しているか。 

○ 緊急事態発生時に、利用者に動揺を与えることなく職員間で情報を伝達できる「合
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言葉」をあらかじめ定めておき、職員に周知しているか。 

 

（２）不審者情報に係る地域や関係機関等との連携 

○ 市町村の施設・事業所管課、警察署等関係機関や社会福祉協議会、民生委員・児童

委員、町内会・防犯協会などの地域団体と日常から連絡を取るとともに、関係先電話

番号の共有化など、連携して連絡・情報交換・情報共有できる体制となっているか。 

  また、共有した関係先電話番号は見やすい場所に掲示されているか。 

○ 関係機関からの注意依頼文書を配布・掲示するなど施設等内で周知徹底しているか。 

 

（３）施設等と利用者の家族の取組み 

○ 利用者に対し、犯罪や事故から身を守るため、施設等内外における活動に当たって

の注意喚起を行っているか。また、利用者の家庭でも話し合われるよう働きかけてい

るか。 

 

（４）地域との協同による防犯意識の醸成 

○ 自治体や地域住民と協力して、施設やその周辺の設備（街灯、防犯灯など）の維持

管理状況を確認し、必要に応じて改善したり行政に働きかけたりするなど、地域住民

と協同しながら防犯に向けた対応や交流を行っているか。 

○ 地域のイベントや自治体のボランティア活動に積極的に参加し、普段から地域との

交流を深めているか。 

 

（５）施設設備面における防犯に係る安全確保 

○ 利用者の属性や施設等の態様、周辺の環境等を踏まえ、可能な経費の範囲において、

防犯に係る安全確保のために施設・設備面の対策を講じているか。 

① 警報装置・防犯監視システム・防犯カメラ・警備室等につながる防犯ブザー・職

員が常時携帯する防犯ベル等の導入による設備面からの対策（そのような対策をし

ていることを施設内に掲示することも含む） 

 ② 対象物の強化（施設を物理的に強化して侵入を防ぐ） 

   例：玄関、サッシ等に補助錠を取り付ける。 

     防犯性能の高い建物部品のうち、ウィンドウフィルムを窓ガラス全面に貼り

付ける。 

     防犯性能の高い建物部品（ドア、錠、サッシ、ガラス、シャッター等）に交
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換する。 

 ③ 接近の制御（境界を作り、人が容易に敷地や建物に接近することを防ぐ） 

   例：道路と敷地の境界線を明確にし、門扉等を設置する。 

     敷地や建物への出入口を限定する。 

 ④ 監視性の確保（建物や街路からの見通しを確保し、人の目が周囲に行き届くよう

な環境をつくり、侵入を未然に防ぐ） 

   例：夜間等、人の出入りを感知するセンサー付ライトや、行政による街灯等の設

置など照明環境の整備を行う。 

     植木等を剪定し、建物から外周が、外周から敷地内が見通せる環境にする。 

     防犯カメラを設置する。 

○ 門扉や囲い、外灯、窓、出入口、避難口、鍵の管理等の状況を毎日点検しているか。 

○ 施設管理上重要な設備（例えば、電源設備など）への施錠その他の厳重な管理と、

その施錠等の管理の状況を毎日点検しているか。 

○ 警報装置、防犯カメラ等を設置している場合は、一定期間ごとに、作動状況の点検、

警備会社等との連携体制を確認しているか。また、警報解除のための鍵や暗証番号を

随時変更するなど、元職員や元入所者など関係者以外の者が不正に侵入できないよう

にする対策を講じているか。 

 

（６）施設開放又は施設外活動における安全確保・通所施設における利用者の来所及び帰

宅時における安全確保 

○ 施設や施設外活動場所の周辺にある危険箇所を把握し、利用者・家族に対し注意喚

起を行っているか。 

○ 来所・退所時の経路を事前に指定し、利用者・家族に対する指定された経路の利用

に係る依頼・指導等をしているか。特に児童通所施設においては、来所及び帰宅途上

で犯罪、事故に遭遇した時、交番や「こども１１０番の家」等に緊急避難できるよう、

あらかじめ利用者とその家族等に周知しているか。 

○ 利用者に係る緊急連絡用の連絡先を把握しているか。 

○ 施設外での諸活動時・来所退所時の連絡受領体制を確保しつつ、利用者とその家族

等に対する施設又は担当者の連絡先の事前周知を行っているか。 

○ 施設外での諸活動に際し、利用者の状況把握をする責任者を設定し、確実な状況把

握に努めているか。 

○ 施設開放時には、開放箇所と非開放箇所との区別を明確化し、施設内に掲示してい
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るか。 

○ 施設開放時には、来訪者の安全確保のため、来訪者に、防犯に係る安全確保等に係

るパンフレットなどを配付して注意喚起しているか。 

 

 

２ 不審者情報を得た場合その他緊急時の対応 

（１）不審者情報がある場合の連絡体制や想定される危害等に即した警戒体制 

○ 施設等周辺における不審者等の情報が入った場合に、次のような措置をとる体制を

整備しているか。 

 ・ 不審者を職員等が直接見かけたときや利用者の家族からの連絡を受けたときその

他直接に第一報を得たときは、より適切に対応するため、可能な範囲で更なる情報

収集を行うこと。さらに、必要に応じ、事前に構築している連絡体制に基づき、警

察に情報提供するとともに、市町村の施設・事業所管課等に連絡を行い、近隣の社

会福祉施設等への連絡その他を求める。 

 ・ 事前に定めた連絡網その他を活用し、職員間の情報共有を図り、複数の職員によ

る対処体制を確立する。 

 ・ （利用者の年齢や心身の状態に応じて）利用者に対して、また、その家族等に対

して、情報を提供し、必要な場合には職員の指示に従うよう注意喚起する。 

 ・ 利用者の安全確保のため、その家族等や近隣住民、社会福祉協議会、民生委員・

児童委員、町内会や防犯協会等の地域活動団体等の協力を得る。 

   また、事前に構築している連絡体制に基づき、近隣住民等と迅速に情報共有を行う。 

 ・ 利用者に危害の及ぶ具体的なおそれがあると認める場合は、警察や警備会社、防

犯コンサルティング会社等からの助言を得ることとし、当該助言を踏まえて、必要

に応じ、上記１．（５）の施設設備面の増強や職員等による巡回、監視体制に必要な

職員の増配置、期間限定での警備員の配置、通所施設においては当該施設を臨時休

業するなど、想定される危害や具体化する可能性に即した警戒体制を構築する。 

 

（２）不審者が立ち入った場合の連絡・通報体制や職員の協力体制、入所者等への避難誘

導等 

○ 施設等内に不審者が立ち入った場合に備え、次のような措置をとる体制を整備して

いるか。 

・ 不審者が施設内に立ち入り、利用者に危害を加える具体的おそれがあると判断し
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た場合は、直ちに警察に通報するとともに、利用者の家族、市町村の施設・事業所

管課等に対しても、速やかに連絡する。 

・ 事前に整理した緊急連絡網や合い言葉などを活用して、利用者を動揺させないよ

うにしながら職員が相互に情報を共有し、複数の職員による協力体制を速やかに構

築する。 

・ 不審者に対し利用者から離れた場所に移動を求める、直ちに利用者を退避させる

など、人身事故が起きないよう事態に対応する。特に、乳幼児、高齢者や障害者で、

円滑な移動に制約のある者の退避については、十分に留意する。加えて、これらの

対応の過程においては、やむを得ない場合を除き、不審者をいたずらに刺激しない

よう言葉遣い等に配意したり、利用者の安全が確保済みであることを前提にその場

から待避することも視野に入れたりするなどして、対応する職員の安全が確保され

るよう留意する。 

・ 不審者に立退きを求めた結果、相手が一旦退去したとしても、再侵入に備え、敷

地外に退去したことを見届けて閉門・しばらく残って様子を見る等の対応をする。 

・ 不審者の立入りを受けつつ重大な結果に至らなかったときであっても、再度の立

入りの可能性について検討し、必要に応じて点検項目を見直すなど体制を整えると

ともに、想定される危害や具体化する可能性に即して、上記（１）の体制を確保す

る。 
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障 障 発 ０ ９ ０ ９ 第 １ 号

平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ９ 日

都道府県

指定都市 障害保健福祉主管部（局）長 殿

中 核 市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長

（ 公 印 省 略 ）

障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底に

ついて

８月３１日に、岩手県下閉伊郡岩泉町の認知症高齢者グループホームにおいて、台風

第１０号に伴う暴風及び豪雨による災害発生により多数の利用者が亡くなるという痛ま

しい被害がありました。

障害者支援施設等においても、介護保険施設等同様、自力避難困難な方も多く利用

されていることから、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に

備えた十分な対策を講じる必要があります。

これまでも「社会福祉施設における防災対策の再点検等について」（平成 10 年８月 31

日社援第 2153 号）等のほか、今回の被害を踏まえ発出した「社会福祉施設等における

非常災害対策及び入所者等の安全の確保について」（平成 28 年９月１日雇児総発

0901 第３号、社援基発 0901 第１号、障障発 0901 第１号、老高発 0901 第１号）の各通

知及び関係法令に基づき、障害者支援施設等の非常災害対策に万全を期するよう、

指導を行っていただいているところですが、今回の被害の状況を踏まえて特に留意すべ

き事項を下記のとおりまとめましたので、管内市町村及び貴管下障害者支援施設等へ

周知いただくとともに、都道府県等におかれては、水害・土砂災害を含む非常災害時の

計画の策定状況、避難訓練の実施状況（実施時期等）に関し、指導・助言いただき、そ

の結果について点検いただくようお願いいたします。

各

36



また、下記３に記載しているとおり、非常災害対策計画の策定状況や避難訓練の実

施状況については、別紙項目について年末時点の状況を調査する予定ですので、ご承

知おきください。

なお、本通知につきましては、内閣府や消防庁等関係省庁及び省内関係部局と協議

済みであることを申し添えます。

記

１ 情報の把握及び避難の判断について

障害者支援施設等の管理者を含む職員は、日頃から、気象情報等の情報把握に努めるとと

もに、市町村が発令する「避難準備情報」、「避難勧告」等の情報については、確実に把握し、利

用者の安全を確保するための行動をとるようにすること。

このため、災害時に市町村が発令する「避難準備情報」等を障害者支援施設等が入手する方

法について、停電等の場合も含め、予め所在市町村に確認すること。

また、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（平成 27年８月 19日付内閣府策

定）において、「避難準備情報」発令の段階で、災害時要配慮者は、避難の開始が求められるこ

とから、予め定めた避難場所へ避難するなど適切な行動をとる旨、避難計画に定め、発令された

際には適切に行動すること。「避難勧告」や「避難指示」においても、適切に行動すること。なお、

これらの実施に当たっては、内閣府が作成した別添１「水害や土砂災害から命を守るため

に！～社会福祉施設など災害時要配慮者利用施設の管理者の皆様へ～」も参照すること。

特に、近年、「想定外」の大規模な災害が発生することも多いことから、過去の経験のみに頼る

ことなく、利用者の安全を確保するために必要な対応を最優先に検討し、早め早めの対応を講じ

ること。

「避難準備情報」等に基づき、職員に求められる行動に関しては、別添２「今後の水害等に備

えた警戒避難体制の確保について（周知依頼）」（平成 28 年９月２日付事務連絡（厚生労働省雇

用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

課、老健局高齢者支援課）を参照願いたい。

２ 非常災害対策計画の策定及び避難訓練について

障害者支援施設等は、非常災害に関する具体的な計画（以下「非常災害対策計画」とい

う。）を定めることとされているが、この計画では、火災に対処するための計画のみではな

く、火災、水害・土砂災害、地震等に対処するための計画を定めることを想定しており、

必ずしも災害ごとに別の計画として策定する必要はないが、水害・土砂災害、地震等地域
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の実情にも鑑みた災害にも対処できるものとすること。

非常災害対策計画に盛り込む項目としては、以下の例が考えられる。非常災害対策計画

は、実際に災害が起こった際にも利用者の安全が確保できる実効性のあるものとすること

が重要であり、別添３の資料も参考としながら、各障害者支援施設等の状況や地域の実情

を踏まえた内容とすること。

【具体的な項目例】

・障害者支援施設等の立地条件（地形 等）

・災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等）

・災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職員 等）

・避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時 等）

・避難場所（市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース 等）

・避難経路（避難場所までのルート（複数）、所要時間 等）

・避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等） 等）

・災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等）

・関係機関との連携体制 等

また、非常災害対策計画の内容を職員間で十分共有するとともに、関係機関と避難場所

や災害時の連絡体制等必要な事項について認識を共有すること。

さらに、避難訓練を実施し、非常災害対策計画の内容を検証し、見直しを行うこと。そ

の際には、夜間の時間帯にも実施するなど、混乱が想定される状況にも対応できるよう、

訓練を実施すること。

非常災害対策計画の策定過程においても、災害に関する情報の入手方法や避難場所等必

要な情報が施設内で共有されていない場合には、速やかに共有しながら、策定を進めるこ

と。また、非常災害対策計画の策定に際しては、地域の関係者と連携及び協力すること。

上記に記載した留意事項は、今般の事案の課題を踏まえたものであるが、既に発出され

ている通知等も踏まえて障害者支援施設等における非常災害対策を講じること。

非常災害対策計画策定の参考となる資料として別添３の資料を添付するので、併せて参

考とすること。

３ 点検及び指導・助言について

都道府県等は、上記１、２に記載した留意事項を踏まえ、障害者支援施設等における水
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害・土砂災害を含む非常災害対策計画の策定状況及び避難訓練の実施状況について点検し、

水害・土砂災害を含む非常災害対策計画が策定されていない場合、策定されているが項目

等が不十分である場合については、速やかに改善し、遅くとも年内までに改善されるよう、

指導・助言を行うこと。

また、避難訓練についても水害・土砂災害を含む避難訓練を実施できていない場合には、

速やかに実施し、遅くとも避難訓練実施の予定を年内までに立てるように指導・助言を行

うこと。

別紙の３の対象施設における別紙の１、２に記載した項目について、今年末時点の状況

を都道府県等において把握及び報告をお願いすることとなる。

なお、別紙の項目については、今後、状況により変更する可能性があることを予めご承

知おき願いたい。

【参考となる資料】

（別添１）「水害や土砂災害から命を守るために！～社会福祉施設など災害時要配慮者利用

施設の管理者の皆様へ～」（内閣府作成）

（別添２）「今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保について（周知依頼）」（平成 28 年９月２

日付事務連絡（厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、

社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局高齢者支援課）

（別添３）「指定障害福祉サービス事業者等のための『非常災害対策計画』作成の手引き」（平成

２６年３月愛知県健康福祉部障害福祉課）

http://www.pref.aichi.jp/shogai/05jigyousha/shitei/index.html
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平成２８年１０月２４日

平成２７年度における障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９

号）第２０条の規定により、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの障害者福

祉施設従事者等による障害者虐待の状況等について、公表する内容は次のとおりである。

県内の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の事実確認件数 ５ 件

《上記の詳細》

性 別 女性(１人) 男性(２人) 男性(１人)

男性(１人)

男性(１人)

女性(１人)

年齢階級 25～29歳

35～39歳

30～34歳

40～44歳

30～34歳

40～44歳 45～49歳

障害種別 知的障害

知的障害

知的障害

知的障害

精神障害

（２人） 身体・知的障害

身体的虐待

身体的虐待

障害者虐待の類型 性的虐待 身体的虐待

心理的虐待

心理的虐待 心理的虐待

経済的虐待

施設・事業所の 就労継続支 障害者支援 障害者支援 就労継続支 就労継続支

主なサービス種別 援Ｂ型 施設 施設 援Ａ型 援Ａ型

虐 待 を 行 っ た

職業指導員 支援員 支援員

管理者、職

支援員

障害者福祉施設

（１人） （１人） （１人）

業 指 導 員

（１人）

従 事 者 の 職 種 （３人）

障害者虐待に対 法人全体で 再発防止に 再発防止に 虐待防止マ 虐待を行っ

して取った措置 の虐待防止 向けた職員 向けた職員 ニュアル等 た者への厳

体制の見直 研修の実施 研修の実施 の整備や全 重注意、事

し、全職員 や定期的な や定期的な 職員に対す 業所に対し

に対する教 セルフチェ セルフチェ る研修の徹 虐待防止体

育の徹底等 ックの実施 ックの実施 底、支援の 制の整備等

を指導 等を指導 等を指導 質の向上を を指導

指導

（参考）平成２７年度 障害者虐待の通報・届出とその確認の状況 （単位：件）

障害者福祉施

養護者による 使用者による

設従事者等に

虐待 虐待

よる虐待

通報・届出件数 ３４ ６４ １４

うち障害者虐待 ５ ２８ ※2 ２

身 体 的 ３ １４ ０

障害者

性 的 １ ４ ０

虐待の

心 理 的 ３ ９ １

内訳

放 棄 ・ 放 任 ０ ３ １

※1

経 済 的 １ １１ １

※1 虐待の内訳は、重複している

※2 虐待の疑いがあるため、労働局に報告した件数

被

虐

待

者

の

状

況

お 知 ら せお 知 ら せお 知 ら せお 知 ら せ
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平成２７年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への
対応状況等（調査結果）

○平成24年10月1日に障害者虐待防止法施行

→ 平成27年4月1日～平成28年3月31日までの１年間における養護者、施
設職員等による虐待の状況について、都道府県経由で調査を実施。

養護者による
障害者虐待

障害者福祉施
設従事者等に
よる障害者虐

待

使用者による障害者虐待

（参考）

都道府県労働局
の対応

市区町村等への
相談・通報件数

4,450件
（4,458件）

2,160件
（1,746件）

848件
（664件）

虐待
判断
件数

507件
（299件）

市区町村等によ
る虐待判断件数

1,593件
（1,666件）

339件
（311件）

被虐待者数
1,615人
（1,695人）

569人
（525人）

被虐
待者
数

970人
（483人）

【調査結果（全体像）】
・ 上記は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに虐待と判断された事例等
を集計したもの。
・ カッコ内については、前回調査(平成26年4月1日から平成27年3月31日)のもの。
・ 都道府県労働局の対応については、平成28年7月27日労働基準局労働関係法
課労働紛争処理業務室のデータを引用。（「虐待判断件数」は「虐待が認められた
事業所数」と同義。）

参考資料４

１
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障害者虐待対応事例への対応状況等（調査結果）経年比較

養護者による障害者虐待

障害福祉施設従事者等による障害者虐待

使用者による障害者虐待

※認定件数、被虐待者数
は、労働基準局調べ

注：平成２４年度のデータは下半期のみのデータであり、経年比較としては
平成２５年度から平成２７年度の３ヶ年分が対象。

※平成27年度の増加は、
件数の計上方法を変更し
たことが主な要因

２
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 1

利用者事故等発生時の対応について 

１ 事故発生時の対応 

（１）事故等の態様に応じ、必要な措置を迅速に講じること。 

（２）速やかに利用者の家族、岡山市、支給決定市町村等に連絡・報告を行うこと。 

（３）事故の状況及び事故に際してとった処置について記録すること。 

２ 事故後の対応及び再発防止への取組 

（１）賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行うこと。 

（２）事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるとともに、全従業

者に周知徹底すること。 

３ 岡山市への報告 

（１）報告すべき事故の範囲 

報告すべき事故の範囲は、原則、以下のとおりとする。 

① サービス提供による利用者の事故等 

ア 事故等とは、死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等サ

ービス提供時の事故により、医療機関に入院又は治療したもの及びそれと

同等の医療処置を行ったものを原則とする。（事業者側の責任や過失の有

無は問わず、利用者自身に起因するもの及び第三者によるもの（例：自殺、

失踪、喧嘩）を含む。） 

イ サービス提供には、送迎等を含むものとする。 

② 利用者が行方不明になったとき（外部の協力により捜索活動が必要となる

場合） 

③ 食中毒、感染症（インフルエンザ、感染性胃腸炎、結核等）の集団発生 

（社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社

会福祉施設等主管部局に迅速に感染症又は食中毒が疑われる者の人数、症

状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求め

るなどの措置を講じること。（平成 17 健発 0222002 号） 

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡

者又は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合 

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が１０名

以上又は全利用者の半数以上発生した場合 

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染

症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合） 

④ 従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの 

⑤ 火災、震災、風水害等の災害によりサービスの提供に影響する重大な事故

等 
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⑥ その他施設・事業所の長が必要と認めるとき 

 （２）報告事項 

岡山市への報告は、別紙様式を標準とする。ただし、別紙様式の内容が含

まれる任意の様式で報告することは差し支えない。 

なお、死亡事故の場合は診断書の写しを添付すること。 

（３）報告手順 

事故等が発生した場合は、速やかに家族等に連絡し、岡山市、支給決定市町

村に報告する。 

また、食中毒や感染症の集団発生が疑われる場合には、速やかに管轄保健所

に連絡し、あわせて、岡山市、支給決定市町村に報告する。 

① 第一報 

死亡事故等、緊急性の高いものは、電話等により事故等発生の連絡を行い、

その後速やかに報告書を提出する。 

② 途中経過及び最終報告 

事故処理が長期化する場合は、適宜、途中経過を報告するとともに、事故

処理が完了した時点で、最終報告書を提出する。 

４ 提出先 

岡山市保健福祉局事業者指導課 障害事業者係 

〒700-0913 岡山市北区大供 3-1-18（ＫＳＢ会館４階） 

 ＴＥＬ   086-212-1015 

ＦＡＸ   086-221-3010 

Ｅメール  syou-jigyou@city.okayama.jp 

※支給決定市町村にも報告してください。支給決定市町村が岡山市の場合は，障害福祉課又は

保健管理課となります。 

※参考（事故発生時の対応について定めた基準条例等） 

（１）岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年

岡山市条例第８１号）第４１条第１項及び準用規定 

（２）岡山市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条

例第８２号）第５８条第１項 

 （３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（厚生労働省令第２７号）第３６条第

１項及び準用規定 

 （４）岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第８

３号）第３２条第１項及び準用規定 

 （５）岡山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第９

４号）第１８条第１項 
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 （６）岡山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第９５号）第１

６条第１項 

 （７）岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第４５号）

第４５条第１項 

 （８）岡山市通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条例第７

９号）第５２条第１項及び準用規定 

（９）岡山市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年岡山市条

例第８０号）第４８条第１項及び準用規定 
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（記入例） 

障害福祉サービス事業所 ・ 障害者支援施設 

相談支援事業所・地域活動支援センター・福祉ホーム

障害児施設 ・ 障害児通所支援事業所 

利用者事故等報告書 

                         平成２５年 ３月 １日   

  岡山市長  様 

（事業所・施設等の名称）      ○○就労支援センター

（事業者・施設設置者等の職・氏名） （社福）○○ 理事長 △△ △△  

 下記のとおり事故等が発生しましたので報告します。 

記 

利用者氏名    事業所 花子   （ 男 ・ 女 ）
生年

月日

昭和５０年 １月 １日 

      （満３８歳） 

住  所  岡山市北区大供三丁目１－１８

支給決定 

市 町 村 
岡山市

利用サー 

ビス名 
就労継続支援Ｂ型

事 故 等 

発生日時 

平成２５年 ２月２７日（水曜日） 午前・午後  ２時３０分頃 

事 故 等 

発生場所 
訓練・作業室

事故等の状況

及びその原因

(状況)△△の作成作業中，他の利用者とふざけて押し合いを行い転倒。転倒の際に支

えた右手に腫れがあり，本人が痛みを訴えていた。

(原因) 他の利用者とふざけて押し合いを行っていたことを放置していたこと，作業道

具が足元に落ちていたためつまづいたのが原因と思われる。

事故等に対する

対応及び家族等

への説明内容と

それに対する反応

(対応) 直ちに○○医院に連れて行き，診察を受けたところ，右手中指の骨折と打撲と

診断された。

(家族等への説明内容と反応) すぐに管理者が母親に連絡し謝罪を行うとともに，けがの補償につい

て説明を行った。母親からは軽い怪我だったので，引き続き通える軽作業の実施をお

願いされた。

再発防止策 
事故防止のため担当職員会議を行い，ふざけあい等に対しての注意を徹底するととも

に，利用者全員で反省会を開催し，利用者自身に再度の意識付けを行った。

事業所の 

担 当 者 

（担当者名： 岡山 太郎（サービス管理責任者） ） 

（ＴＥＬ： 086-XXX-XXXX  ＦＡＸ： 086-XXX-XXXX  ） 

備  考  

指定権者(岡山市の事業所は岡山市)とともに，

支給決定市町村にも提出してください。 

また，欄の幅や高さは適宜調整してください。
法人代表者名で提出してください。速報

はメール・ＦＡＸでもかまいませんが，

最終報告は押印し提出してください。 

法人

印 

事故時の状況，けがの様子等をできる

だけ詳細に記入してください。 

医療機関受診状況，けがの診断結果など対応内容を記入してください。 
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事業所名

サービス
種別

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

【質　問　票】

 平成　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課　障害事業者係宛

 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０

　岡山市 　 　 区
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《メ モ》
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岡山市保健福祉局事業者指導課

障害事業者係

syou-jigyou@city.okayama.jp 
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